
 

 

建築基準法 (昭和 25年法律第 201号 )第 86条の２第１項の規定により、公告認定対象

区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造について認定したの

で、同条第６項の規定により次のとおり公告する。  

なお、その関係図書は、大阪市計画調整局建築指導部建築企画課において一般の縦

覧に供する。  

  令和８年１月 16日  

大阪市長   横  山  英  幸   

 １   認定年月日及び番号  

令和７年 12月 26日  第 190号  

２   認定区域の名称  

  大阪市営鶴町第６住宅  

３  認定区域の位置  

大阪市大正区鶴町４丁目 11番２  

                      （計画調整局建築指導部建築企画課） 

 

大阪市告示第44号
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